
 

令和 2年 2月行方市教育委員会定例会 

 

○開催日時  令和元年 2月 25日（火） 午前 9時 00分～午前 11時 30分 

 

○開催場所  行方市役所 北浦庁舎 2階 第 2会議室 

 

○出席委員    教育長        横田 英一 

         教育長職務代理者   石崎 光春 

         委 員        邊田 益男 

         委 員        滝 惠美子 

         委 員        大﨑 あい子 

 

○事務局出席者  教育部長           宮内 民雄 

         学校教育課長         八木 峰男 

         生涯学習課長         浜田 健太郎 

         スポーツ推進室長       平塚 喜昭 

         学校教育課指導室長      遠藤 智幸 

         学校教育課課長補佐      野原 文雄 

 

 

【日程第 1】 議事録署名委員の指名 

 

 

【日程第 2】  

 公 開 報告第 1号 専決処分の報告について 

            令和元年度一般会計教育費補正予算（第 8号）（市議会提出案件）に同意する

ことについて 

      

 公 開 報告第 2号 専決処分の報告につい 

            令和 2 年度一般会計教育費当初予算（市議会提出案件）に同意することにつ

いて 

 

【日程第 3】 

 公 開 議案第 7号 行方市特別支援教育相談員設置に関する規則の制定について 

  

公 開 議案第 8号 行方市立学校管理規則の一部を改正する規則について 



 

 

【日程第 4】 教育委員会事務委任規則第 2条各号以外の報告 

 非公開 報告番号 1  就学児童生徒の指定校変更について            （学校教育課） 

非公開 報告番号 2  区域外就学児童生徒の認定について            （学校教育課） 

非公開 報告番号 3  教育支援センター通級承諾について            （学校教育課） 

非公開 報告番号 4  就学援助費支給児童生徒の認定について          （学校教育課） 

非公開 報告番号 5  不登校児童生徒について                   （指導室） 

非公開 報告番号 6  いじめについて                       （指導室） 

公 開 報告番号 7  教育委員会重点事業年間管理表について          （学校教育課） 

（生涯学習課）     

（スポーツ推進室） 

公 開 報告番号 8  その他 

 

 

【日程第 5】 その他 

(1) 第 1回臨時会の開催について 

 

  （2）次回教育委員会定例会の開催について 

 

  （3）卒業式・入学式の日程について 



○議 事 録  

開 会 

  教育長から開会の宣言がありました。 

 

 

【日程第 1】  議事録署名委員の指名 

 

（教育長）行方市教育委員会会議規則第 14条第 2項の規定により、議事録署名委員に石崎委員を指名

します。 

 

 

【日程第 2】  

≪公 開≫ 

報告第 1号 専決処分の報告について 

     令和元年度一般会計教育費補正予算（第 8号）（市議会提出案件）に同意することについて 

 

（事務局）   報告朗読 

 

 （学校教育課長）  資料に基づき，報告説明 

 

 （生涯学習課長）  資料に基づき，報告説明 

 

 

    ※報告第 1号については，原案どおり承認されました。 

 

 

≪公 開≫ 

 報告第 2号 専決処分の報告について 

       令和 2年度一般会計教育費当初予算（市議会提出案件）に同意することについて 

 

（事務局）   報告朗読 

 

（学校教育課長）  資料に基づき，報告説明 

 

 （生涯学習課長）  資料に基づき，報告説明 

 

○主な質疑・意見等 

発 言 者 発 言 内 容 



邊田委員 

 

 

 

浜田課長 

 

 

 

 

邊田委員 

浜田課長 

八木課長 

 

邊田委員 

 

滝委員 

 

八木課長 

 

 

 

滝委員 

 

八木課長 

邊田委員 

 

浜田課長 

 

 

 

邊田委員 

浜田課長 

 

邊田委員 

浜田課長 

滝委員 

 

 

3 点ほど質問がある。以前，指導主事を増やすという話を耳にしたが，その後

どうなったのか。図書館の業務管理委託料について，全面的に委託しているのか。

内容について伺いたい。総合教育会議の際，根本参事からキャンプについての話

があったが，その後どうなったのか。 

図書館の業務管理委託料について，平日の通常時間外から閉館までの時間及び

土日祝日勤務で補助的人員として委託している。委託料として，年間 1,721 千円

を計上している。 

東北大学教授を呼び，自然体験教室を実施することについてだが，現在計画を

進めており，教授に会う段階であるので，詳細はまだ決まっていない。 

その事業の予算は資料のどこに当たるのか。 

事業名ではなく，生涯学習事業の委員謝礼として計上している。 

現在は 2 人の指導主事がいるが，出張等も多く，指導・連携が難しいというこ

とで増員する予定である。 

室長が管理的職務に専念でき，教育長としてもいろいろな視点が増え，助かる

だろう。 

市全体の予算を削る方針であると思うが，学校給食費が減額になっている。ど

の部分が減額になったのか伺いたい。 

設備等の修繕費を減額にしているが，給食そのものに係る費用は変更していな

い。材料費については保護者からいただいているが，給食を作るにあたり保護者

から徴収する給食費では不足しており，8％を市財源で補っている。減額ではある

が，給食自体の質が落ちることはない。 

特別支援事業について，特別支援学校との連携や就学指導を担当する方を配置

する計画があるとのことだが，どのような方を配置する予定なのか。 

議案第 7号にて詳細を説明する。 

玉造公民館について，全面的に業務委託するのか，また，麻生公民館と北浦公

民館はどうなのか。 

玉造公民館については，利用管理を業務委託し，講座の運営は，本館である北

浦公民館で企画し，市職員が出向く。麻生・北浦公民館の今後についてだが，麻

生公民館は全面的な改修工事を終えたばかりであるので考えていないが，後々は

同様にしていく考えである。 

業務委託する場合，何名ほど配置される予定か。 

確認したところ，6 名ほどとの回答であった。日中は 2 人，夜は 1 人態勢で管

理し，足りないようであれば，随時補充する予定である。 

土曜講座にも関わっているので，変わらぬ対応をしてほしい。 

土曜講座については，来年度も実施するので，引き続きよろしくお願いする。 

外部から見て，大変そうであるので，指導主事が 1 名増員することは良いと思

う。指導室の業務は，学校への指導・助言であると思うが，それ以外の事故や事

件の対応はどこの教育委員会でも大変である。公開する情報を精選し，少なくと



 

 

邊田委員 

 

 

 

も教育委員には事実を伝えていただきたい。新たな指導主事が入るのであれば，

仕事の軽減化ではなく，より強い組織になるよう体制作りをしていただきたい。 

今回の新型コロナウイルスもそうだが，トップダウンばかりでは下が思うよう

に動けず，うまく機能しない。ある程度学校現場のみで判断し行動できるよう，

ボトムアップをうまく利用すべきである。教育委員会の下に学校があるという考

え方では学校は動きにくいので，公平な立場で支援する形が理想的だろう。教育

長一人で学校内部をすべて見渡すことはできないので，任せる部分は必要である。

また，情報は隠さず，基本的に公開するようにすべきである。 

 

    ※報告第 2号については，原案どおり承認されました。 

 

 

【日程第 3】 

≪公 開≫ 

議案第 7号   行方市特別支援教育相談員の設置に関する規則の制定について 

 

（事務局）   議案朗読 

 

 （学校教育課長）  資料に基づき，議案説明 

 

○主な質疑・意見等 

発 言 者 発 言 内 容 

八木課長 

 

 

邊田委員 

滝委員 

 

 

 

 

 

邊田委員 

横田教育長 

先ほどの滝委員の質問について，特別支援及び就学指導を担当するということ

で，現在考えているのは，元学校教員で特別支援指導に関った経験のある方を会

計年度任用職員として採用予定である。 

現在募集中のようなので，複数の募集があった場合，準備行為は有効だろう。 

他の市では，すでに置いているところもあり，良いことだと思う。しかし，す

べて任せられると勘違いせず，実態をとらえるのは幼稚園や学校の先生であると

いうことをきちんと認識するよう，指導をお願いする。保護者に特別支援学校へ

の進学を促すのは辛い仕事であり，特別支援相談員がすべてを請け負うと苦しく

なってしまうので，学校と相談員のバランスをとっていただきたいと思う。また，

発達検査等の学校だけでは難しかった部分を補助すれば，助かるだろう。 

教育支援センターに置くのではないのか。 

教育委員会に置く予定である。 

 

    ※議案第 7号については，原案どおり可決されました。 

 

 



≪公 開≫ 

議案第 8号 行方市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

（事務局）   議案朗読 

 

 （学校教育課長）  資料に基づき，議案説明 

 

○主な質疑・意見等 

発 言 者 発 言 内 容 

邊田委員 

 

 

滝委員 

 

 

邊田委員 

滝委員 

遠藤室長 

邊田委員 

滝委員 

遠藤室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

邊田委員 

遠藤室長 

資料 3 ページについて，ほとんどが外国語と記載されているが，備考の「学校裁

量の時間」では「うち英語に親しむ活動」とあり，ここは外国語でなくても良い

のか。 

 外国語とは，英語だけを指しているのではなく，ロシア語やフランス語等のい

ろいろな言葉を指している。そのなかで，行方市の小学校 1,2 年生は英語と特定

している。 

 しかし，文面的にはここも「外国語」の方が良いのでは。 

 文科省から来ている様式なのだろう。 

 確認する。 

 文科省から来ている文書であったとしても言葉として気になる。 

 外国語は選択で，少ないが他県ではこれまでフランス語などを選択している学

校もある。 

先ほど質問をいただいた教育課程の編成について回答する。中学校選択教科の

外国語表記については，中学校学習指導要領の中で，「各学校においては，生徒や

学校，地域実態を考慮して，生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう，

第 2 章に示す各教科や特に必要な教科を選択教科として開設し，生徒に履修させ

ることができる。」とあり，第 2章が示す各教科である外国語と記載している。そ

れ以外のものについては，その他に内容を記載する。 

小学校の「学校裁量の時間」の中で「英語に親しむ時間」としているのは，行

方市独自であり，本市では 1，2年生も ALTと英語に親しむ時間を設けているので，

英語に特化した内容として，記載にある標記となった。 

実際，選択教科を取り入れる時間はあるのか。 

現実的には難しく，開設はされていない。 

 

    ※議案第 8号については，原案どおり可決されました。 

 

 

【日程第】 教育委員会事務委任規則第 2条各号以外の報告 

≪非公開≫ 



 報告番号 1  就学児童生徒の指定校変更について 

 

（学校教育課長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号 2  区域外就学児童生徒の認定について 

 

（学校教育課長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号 3  教育支援センター通級承諾について 

 

（学校教育課長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号 4  就学援助費支給児童生徒の認定について 

 

（学校教育課長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号 5  不登校児童生徒について 

 

（指導室長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号 6  いじめについて 

 

（指導室長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

 

≪公 開≫ 

 報告番号 7  教育委員会重点事業年間管理表について 



 

（学校教育課長）  資料に基づき、報告説明 

 

（生涯学習課長）  資料に基づき、報告説明 

 

（スポーツ推進室長）  資料に基づき、報告説明 

 

 

≪公 開≫ 

報告番号 8  その他 

 

 

【日程第 4】 その他 

≪公 開≫ 

 （1）第 1回臨時会の開催について 

 

（事 務 局） 第 1回臨時会の日程について、事務局より報告。 

 

（教 育 長） 第 1回臨時会については、3月 16日に開催することとします。 

 

 

≪公 開≫ 

 （2）次回定例会の開催について 

 

（事 務 局） 次回定例会の日程について、事務局より報告。 

 

（教 育 長） 次回定例会については、3月 25日に開催することとします。 

 

 

≪公 開≫ 

 （2）卒業式・入学式の日程について 

 

（事 務 局） 卒業式・入学式の日程について、事務局より報告。 

 

（教 育 長） 卒業式・入学式については，配布資料のとおりとします。 

 

 

 



閉 会 

教育長から閉会宣言がなされました。 


